
国有財産は文字通り国が保有する財産であり、国民の
財産ということでもある。国有財産が有効に活用され、
国民生活に良い効果をもたらし続けることを誰しも期待
するが、地域人口の変化や政策等の変化、もしくは陳腐
化等により、国有財産取得当時の目的からは離れた使い
方がされていくこともある。国有財産には監査が実施さ
れるが、この監査は会計監査とは異なる。また、国有財
産の監査は様々な手続面への指摘だけではなく、必ずし
も有効活用されていない資産を洗い出し、有効活用する
方法も含めて助言していく指導機能があると思われる。
本稿では、国有財産とその監査の概要について触れてい
く。

1.ﾠ国有財産の現状
（1）国有財産とは
国有財産とは、国有財産法（以下、法という。）第2
条及び同附則第4条でその範囲が定められている。

（国有財産の範囲）
第2条　この法律において国有財産とは、国の負担
において国有となつた財産又は法令の規定により、
若しくは寄附により国有となつた財産であつて次に
掲げるものをいう。
一　不動産
二　船舶、浮標、浮桟橋及び浮ドック並びに航空機
三　前二号に掲げる不動産及び動産の従物
四　地上権、地役権、鉱業権その他これらに準ずる
権利
五　特許権、著作権、商標権、実用新案権その他こ
れらに準ずる権利
六　株式、新株予約権、社債（特別の法律により法
人の発行する債券に表示されるべき権利を含み、短
期社債等を除く。）、地方債、信託の受益権及びこれ
らに準ずるもの並びに出資による権利（国が資金又
は積立金の運用及びこれに準ずる目的のために臨時
に所有するものを除く。）

附則
第4条　旧陸軍省、海軍省及び軍需省の所管に属し
ていた機械及び重要な器具は、第2条に規定する国

1　https://www.mof.go.jp/policy/national_property/reference/houkoku/setsumeisyo2021.pdf

有財産とする。

「令和3年度　国有財産の増減及び現在額に関する説明
書」1には、次の例示がある。

項目 例示

不動産 土地および土地の定着物（建物、立木竹等）

不動産及び
動産の従物

建物に附属した照明装置、冷暖房装置、通
信装置、昇降機等

国の財産には、これ以外にも、庁舎などにあるデスク
や椅子、パソコンなどの物品や、債権（貸付金、未収金
など）などがあるが、これらは国有財産法における「国
有財産」には含まれていない。
国有財産は、さらに行政財産と普通財産に分けられる

（下線は筆者）。

（国有財産の分類及び種類）
第三条　国有財産は、行政財産と普通財産とに分類
する。
2　行政財産とは、次に掲げる種類の財産をいう。
一　公用財産　国において国の事務、事業又はその
職員（国家公務員宿舎法（昭和二十四年法律第百十
七号）第二条第二号の職員をいう。）の住居の用に
供し、又は供するものと決定したもの
二　公共用財産　国において直接公共の用に供し、
又は供するものと決定したもの
三　皇室用財産　国において皇室の用に供し、又は
供するものと決定したもの
四　森林経営用財産　国において森林経営の用に供
し、又は供するものと決定したもの
3　普通財産とは、行政財産以外の一切の国有財産
をいう。

同じく、「令和3年度　国有財産の増減及び現在額に
関する説明書」には、行政財産について、次の例示があ
る。
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項目 例示

公用財産 庁舎、国家公務員宿舎等の土地、建物、工
作物等

公共用財産 国有で国が管理している公園、広場、道路、
河川、海浜地等

皇室用財産 皇居、御所、御用邸、陵墓等

森林経営用
財産 国有林等

行政財産は、国が行政目的のために所有するものであ
り、その所有目的達成の必要性から、貸付け、交換、売
払い、譲与、信託、出資の目的とし、または私権の設定
が一定の場合を除き制限されるが（法第18条）、普通財
産は、原則として特定の行政目的に供されることがない
ため、原則として、貸付け、交換、売払い、譲与、信

2　https://www.mof.go.jp/policy/national_property/reference/houkoku/index.htm
3　 https://www.mof.go.jp/policy/national_property/reference/houkoku/index.htm

託、または私権の設定ができ、法律により特別の定めが
あれば出資の目的とすることもできる（法第20条）。

（2）国有財産額の全体像
国有財産の現在額（残高）は、国会に報告される「国

有財産増減及び現在額総計算書」で、一般会計・特別会
計別、行政財産・普通財産別、種類別に公表されてい
る。2国有財産は原則として全て国有財産台帳に記載さ
れるが、国有財産法第38条に基づき例外として記載さ
れない財産などがあり、その価格は原則として取得価額
とされているが、地価、物価等の変動に伴う修正を行う
ため、毎年3月31日末の現況により評価を行い、その評
価額による価格改定が行われる。

①　区分別残高の増減推移
国有財産の過去5年度の残高推移は、次のとおりであ

る。

（図表1：国有財産の区分別増減） 
（百万円）

平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度

区分 金額 対前年
増減比 金額 対前年

増減比 金額 対前年
増減比 金額 対前年

増減比 金額 残高比

土地 18,735,499 3.2% 19,333,270 2.9% 19,902,235 -0.5% 19,805,601 0.9% 19,981,624 15.2%
立木竹 3,121,217 3.3% 3,225,086 1.2% 3,264,100 11.1% 3,625,023 9.1% 3,956,206 3.0%
建物 3,421,248 0.1% 3,424,969 -0.2% 3,417,249 -0.8% 3,391,185 0.0% 3,390,408 2.6%
工作物 2,563,219 -0.6% 2,548,212 1.6% 2,588,409 -2.5% 2,523,544 -0.2% 2,519,726 1.9%
機械器具 0 省略 0 省略 0 省略 0 省略 0 0.0%
船舶 1,465,061 4.5% 1,530,281 3.8% 1,588,827 -2.1% 1,556,128 3.3% 1,607,584 1.2%
航空機 946,131 6.7% 1,009,615 4.7% 1,057,296 7.9% 1,141,126 -8.8% 1,041,104 0.8%
地上権等 2,914 -15.0% 2,476 16.4% 2,881 3.2% 2,973 10.7% 3,290 0.0%
特許権等 1,809 -17.7% 1,489 -4.9% 1,416 -8.1% 1,301 -8.0% 1,197 0.0%
政府出資等 78,077,905 0.6% 78,528,294 8.5% 85,181,205 10.6% 94,243,963 4.9% 98,872,432 75.0%
不動産の信託の受益権 258,940 3.3% 267,600 -4.3% 256,180 0.6% 257,719 79.0% 461,201 0.3%
合計 108,593,947 1.2% 109,871,298 6.7% 117,259,801 7.9% 126,548,567 4.2% 131,834,777 100.0%

（出所：各年度の「国有財産の増減及び現在額に関する説明書」3より作成）

令和4年度国有財産総額は131兆8,347億円、そのう
ち75%を政府出資等の98兆8,724億円（一般会計66兆
7,603億円、特別会計32兆1,120億円）が占めている。
「令和4年度国有財産の増減及び現在額に関する説明
書」によれば、政府出資等の99.3％にあたる98兆
2,221億円が独立行政法人等に対しての出資等により得
た権利、株式等の普通財産である。一般会計からの出資
の主なものは、㈱日本政策金融公庫13兆9,773億円、
（独）日本高速道路保有・債務返済機構10兆7,752億円、
（独）国際協力機構3兆8,388億円であり、特別会計から

の出資の主なものは、外国為替資金特別会計から国際通
貨基金へ5兆7,032億円、年金特別会計から全国健康保
険協会へ4兆9,135億円、財政投融資特別会計から㈱日
本電信電話へ4兆6,249億円、財政投融資特別会計から
㈱日本政策投資銀行へ3兆8,865億円、及び財政投融資
特別会計から㈱国際協力銀行へ2兆9,085億円である。
また、対前年比5%以上の増減の主な内容は、各年度
の「国有財産の増減及び現在額に関する説明書」によれ
ば、次のとおりである（地上権等及び特許権等を除く）。
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年度 主な増減内容

令和元年度 【航空機6.7%（634億円）増】
・防衛省所管一般会計1,601億円（17機）の新造による増
・防衛省所管一般会計1,326億円（11機）含む購入1,885億円（18機）による増
・価格改定による減3,180億円

令和2年度 【政府出資等8.5%（6兆6,529億円）増】
・ ㈱日本政策金融公庫4兆1,158億円、（国研）科学技術振興機構5,000億円、㈱日本政策投資銀行2,200億
円による増

・価格改定による増3兆3,646億円及び価格改定による減2兆1,753億円

令和3年度 【立木竹11.1%（3,609億円）増】
・価格改定による増3,077億円（農林水産省所管一般会計の森林経営用財産2,946億円）
【航空機7.9%（838億円）増】
・防衛省所管一般会計1,900億円（17機）を含む新造2,056億円（24機）による増
・防衛省所管一般会計1,936億円（14機）含む購入2,130億円（18機）による増
・価格改定による減3,529億円
【政府等出資10.6%（9兆627億円）増】
・㈱日本政策金融公庫6兆9,450億円、（国研）科学技術振興機構6,136億円による増
・価格改定による増3兆5,672億円及び価格改定による減9,283億円

令和4年度 【立木竹9.1%（3,311億円）増】
・価格改定による増2,529億円
【航空機8.8%（1,000億円）減】
・防衛省所管一般会計1,071億円（13機）を含む新造1,182億円（20機）による増
・価格改定による減3,583億円
【不動産の信託の受益権79.0%（2,034億円）増】
・価格改定による増2,034億円

（筆者注）価格改定とは、国有財産法施行令第23条の規定に基づき、毎会計年度に当該年度末の現況において「国有財産台帳の価格改定
に関する評価要領（財理科第4670号　平成23年10月12日、改正平成29年12月22日（財理第4237号）」の定める方法により、国有財産
台帳に記載された台帳価格を見直すこと。

4　https://www.mof.go.jp/policy/national_property/reference/houkoku/setsumeisyo2022.pdf

②　分類別・種類別残高
国有財産の分類・種類別の令和4年度時点での現在額

が次のとおりである。

（図表2：令和4年度国有財産の分類・種類別残高）

分  類 ・ 種  類 価  格 割  合

行 政 財 産
百万円

26,562,743
％ 

20.1
公 用 財 産 20,064,099 （15.2）
公 共 用 財 産 817,736 （0.6）
皇 室 用 財 産 738,875 （0.6）
森 林 経 営 用 財 産 4,942,031 （3.7）

普 通 財 産 105,272,034 79.9
合 計 131,834,777  100.0

（出所：令和4年度国有財産の増減及び現在額に関する説明書4）

「令和4年度国有財産の増減及び現在額に関する説明
書」によれば、公用財産については、防衛施設8兆854
億円、空港施設1兆7,917億円、国会施設1兆2,259 億
円、刑務所、拘置所、少年院等の矯正施設7,726億円、
裁判所施設6,568億円及び石油備蓄施設3,779億円とあ
り、また、普通財産については、財務省所管95兆4,893 
億円、厚生労働省所管6兆2,486億円、経済産業省所管
2兆942億円、国土交通省所管8,293億円及び防衛省所
管2,382億円である。

③　所管別残高
所管（各省各庁）別の令和4年度時点での国有財産は
次のとおりである。
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（図表3：令和4年度末国有財産所管別現在額）

所  管
行 政 財 産 普 通 財 産 合  計

価  格 割 合 価  格 割 合 価  格 割 合

衆 議 院
百万円

854,831
％

 3.2
百万円
―

％
―

百万円
854,831

％
 0.6

参 議 院 371,124  1.4 ― ― 371,124  0.3
最 高 裁 判 所 656,873  2.5 ― ― 656,873  0.5
会 計 検 査 院 2,198 0.0 ― ― 2,198 0.0
内  閣 40,149  0.2 ― ― 40,149 0.0
内 閣 府 1,929,222 7.3 9,418  0.0 1,938,641 1.5
デ ジ タ ル 庁 1,135 0.0 ― ― 1,135 0.0
総 務 省 164,367 0.6 54  0.0 164,421 0.1
法 務 省 1,420,166  5.3 9,869  0.0 1,430,035 1.1
外 務 省 460,066  1.7  2,853  0.0 462,919 0.4
財 務 省 1,916,215  7.2 95,489,382 90.7 97,405,598  73.9
文 部 科 学 省 342,726 1.3 185,230 0.2 527,957 0.4
厚 生 労 働 省 494,075 1.9 6,248,682  5.9 6,742,757 5.1
農 林 水 産 省 5,243,770  19.7 128,824 0.1 5,372,594 4.1
経 済 産 業 省 667,573  2.5 2,094,209 2.0 2,761,782  2.1
国 土 交 通 省 3,324,766 12.5  829,330 0.8 4,154,096 3.2
環 境 省 588,068  2.2 35,975 0.0  624,043  0.5
防 衛 省 8,085,412 30.4  238,203  0.2 8,323,616 6.3
合  計 26,562,743  100.0 105,272,034  100.0 131,834,777  100.0

（出所：令和4年度国有財産の増減及び現在額に関する説明書5）

5　https://www.mof.go.jp/policy/national_property/reference/houkoku/setsumeisyo2022.pdf
6　https://www.mof.go.jp/policy/national_property/reference/houkoku/keisansyo-zougen-musyo2022.pdf

これからは、行政財産としては、特に防衛省、農林水
産省の所管が多いことが分かる。「令和4年度国有財産
増減及び現在額総計算書」6によれば、防衛省では土地4
兆2,778億円、建物9,857億円、艦船1兆3,187億円、航
空機9,689億円、農林水産省では一般会計所属の森林経
営用財産4兆9,420億円（土地1兆519億円、立木竹3兆
8,349億円、工作物551億円）がその重要な内訳である。

2.ﾠ 国有財産法等における実地監査に関す
る定め

（1）国有財産法等に関する実地監査の根拠法令
①　国有財産法
国有財産法は、第1条において、趣旨が記載されてい

る。

（この法律の趣旨）
第1条　国有財産の取得、維持、保存及び運用（以
下「管理」という。）並びに処分については、他の
法律に特別の定めのある場合を除くほか、この法律
の定めるところによる。

また、法第4条第1項において、「国有財産の総括」と

して管理等に関して定められている。

（総括、所管換及び所属替の意義）
第4条　この法律において「国有財産の総括」とは、
国有財産の適正な方法による管理及び処分を行うた
め、国有財産に関する制度を整え、その管理及び処
分の事務を統一し、その増減、現在額及び現状を明
らかにし、並びにその管理及び処分について必要な
調整をすることをいう。

行政財産については各省各庁の長が管理し（法第5
条）、普通財産については財務大臣が管理する（法第6
条）。また、財務大臣は、国有財産の総括をしなければ
ならない（法第7条）。
各省各庁の長は、その所管する国有財産について、良

好な状態での維持及び保存、用途又は目的に応じた効率
的な運用その他の適正な方法による管理及び処分を行う
ことが求められるが（法第9条の5）、財務大臣は、管理
及び処分の総括として、次の権限がある（下線は筆者）。

（管理及び処分の総括）
第10条　財務大臣は、前条に規定する国有財産の
適正な方法による管理及び処分を行うため必要があ
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ると認めるときは、各省各庁の長に対し、その所管
に属する国有財産について、その状況に関する資料
若しくは報告を求め、実地監査をし、又は用途の変
更、用途の廃止、所管換その他必要な措置を求める
ことができる。
2　財務大臣は、前項の規定により措置を求めたと
きは、各省各庁の長に対し、そのとつた措置につい
て報告を求めることができる。
3　財務大臣は、前項の報告を求めた場合において、
必要があると認めるときは、閣議の決定を経て、各
省各庁の長に対し、その所管する国有財産につい
て、用途の変更、用途の廃止、所管換その他必要な
指示をすることができる。
4　財務大臣は、一定の用途に供する目的で国有財
産の譲渡又は貸付けを受けた者に対し、その用途に
供されているかどうかを確かめるため、自ら、又は
各省各庁の長に委任して、当該財産について、その
状況に関する資料若しくは報告を求め、又は当該職
員に実地監査をさせることができる。

（信託に係る実地監査等）
第28条の5　各省各庁の長は、第28条の2第1項の
規定により土地を信託した場合には、当該土地に係
る信託事務の処理を適正に行うため、政令で定める
ところにより、その信託の受託者に対し、信託事務
の処理状況に関する資料若しくは報告を求め、又は
必要があると認めるときは、当該職員に実地監査を
させ、信託事務の処理について必要な指示をするこ
とができる。

なお、法第32条において、各省各庁は法第3条の分
類、種類による台帳（国有財産台帳）を整備することが
求められている。

②　国有財産法施行令
国有財産法施行令（以下、施行令という。）では、国
有財産に関する事務の一部を、都道府県又は市町村に行
わせることができるが（法第9条第3項）、この場合、国
有財産の取得、維持、保存、運用及び処分を適正に行う
ために必要がある場合には、実地監査ができる（施行令
第6条第9項）とされている。

（事務の分掌及び地方公共団体の行う事務）
第6条　
9　財務大臣は、国有財産の取得、維持、保存、運
用及び処分を適正に行うため必要があると認めると
きは、法第9条第3項の規定により事務を行う都道
府県又は市町村に対し、当該事務に係る国有財産に
ついて、実地監査をすることができる。

また、国有財産である土地の信託受託者に対して、信
託事務の処理状況に関する報告等を求めたり実地監査を

させた場合への財務大臣への通知（施行令第16条の6第
1項）が定められているほか、実地監査をする職員が身
分を示す証明書を携帯することを要求している（施行令
第6条の10、第16条の6第2項）。

③　国家公務員宿舎法
国家公務員宿舎法では、財務大臣は、宿舎の設置等の

適正を期するために必要があるときには、各省各庁の長
に対して各省各庁や独立行政法人の職員の住宅事情に関
する資料を要求したり、庁舎別宿舎の状況報告を求め、
部下に実地監査を行わせることができるとされている。

（総括の機関）
第6条
2　財務大臣は、宿舎の設置等の適正を期するため
必要があると認めるときは、各省各庁の長に対し、
当該各省各庁所属の職員若しくは当該各省各庁が所
管する独立行政法人の職員の住宅事情に関する資料
を求め、又は当該各省各庁の長が設置し、若しくは
維持及び管理を行う省庁別宿舎について、その状況
に関する報告を求め、部下の職員に実地監査を行わ
せ、若しくは閣議の決定を経て、宿舎の種類（第3
条に規定する宿舎の種類をいう。第13条の2第1号
において同じ。）の変更その他の措置を求めること
ができる。

④　国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法
国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法（以下、

庁舎法という。）では、財務大臣は、国が事務又は事業
の用に供するために借り受けている建物やその付帯施
設、敷地についても、必要があるときには部下の職員に
実地監査をさせることができるとされている（庁舎法第
2条第2項第2号、第3条の2）。
また、実地監査等の結果、必要があると認めるとき

は、庁舎等の使用調整に関する計画（庁舎等使用調整計
画）を定め、遅滞なく、各省各庁の長に通知することが
求められている（庁舎法第4条第1項）。

（庁舎等の実地監査等）
第3条の2　財務大臣は、庁舎等の適正かつ効率的
な使用を図るため必要があると認めるときは、各省
各庁の長に対し、その所管に属する第2条第2項第2
号に掲げる庁舎等について、その状況に関する資料
若しくは報告を求め、又は部下の職員に実地監査を
行わせることができる。

（2）国有財産法等に関する実地監査の内容
①　国有財産法施行細則
国有財産台帳や国有財産増減及び現在額報告書などの

様式を定めている。実地監査に関する条項はない。
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②　国有財産総括事務処理規則（昭和29年5月15日大蔵
省訓令第5号　最終改正令和3年6月11日財務省訓令
第9号）7

国有財産総括事務処理規則（以下、処理規則という。）
では、国有財産総括事務の基本として、財務局長等が各
管轄区域内にある各省各庁所管の国有財産について、常
にその状況に留意し、良好な状態での維持及び保存、用
途又は目的に応じた効率的な運用その他の適正な方法に
よる管理及び処分を行わせ、国民経済及び国家施策の総
合的見地において公平適正な処理を図るように、国有財
産の総括をすることが要求されている（処理規則第3
条）。
また、処理規則第2章第2節「調査、実地監査及び措

置要求」では、実地監査について次のように定められて
いる。
（監査計画）
財務局長等は、毎年度財務大臣の定めるところに従
い、各省各庁所管の国有財産について実地監査計画を立
て、職員に実地監査をさせることができ（処理規則第5
条第1項）、また、これ以外にも必要があれば、随時に
実地監査をすることができる（処理規則第5条第2項、
第12条第2項）。当該実地監査計画は財務大臣へ通知す
ることが求められている（処理規則第5条第3項）。
（指導的責務）
実地監査は、常に国有財産の適正な方法による管理及
び処分を行うための指導的責務を果たすことに重点を置
く必要がある（処理規則第7条）。
（実地監査での調査項目）
実地監査では、次の事項の調査が要求されている（処
理規則第8条）。
➣　国有財産台帳の整理状況
➣　協議又は報告等を要するものの処理状況
➣　財産の利用状況
➣　財産の維持保存の状況
➣　その他必要と認める事項
（結果報告）
実地監査結果については、財務大臣に報告しなければ
ならない（処理規則第9条）。また、必要があると認め
るときは、各省各庁の部局等の長に対して、是正要求事
項の通知等をしなければならない（処理規則第10条）。

③　国有財産監査官等規則（平成13年1月6日　財務省
訓令第9号　改正平成21年7月1日　財務省訓令第18
号）
国有財産監査官等規則では、国有財産を監査する監査
官の職務範囲、執務上の手続などが定められている。

7　https://www.mof.go.jp/policy/national_property/tsuutatsu/k1.pdf
8　https://www.mof.go.jp/about_mof/act/kokuji_tsuutatsu/tsuutatsu/TU-20110531-2543-14.html

（監査官の事務）
第3条
監査官は、次に掲げる事項について監査を行うもの
とする。
（一）行政財産の管理状況
（二）国家公務員宿舎の維持及び管理状況
（三）普通財産の管理及び処分状況
（四）庁舎法第2条第2項第2号に掲げる庁舎等の使
用状況
（五）用途指定財産に関する契約上の義務履行状況
（六）その他所属の長が特に監査を要すると認める
事項

また、監査にあたっての心得（規範）も定められてい
る。

（監査遂行上の規範）
第5条
監査官は、監査の遂行に当たり、次の事項を遵守し
なければならない。
（一）常に公正かつ誠実にその職務を遂行し、いや
しくもその権限を濫用する行為があってはならない
こと。
（二）関係法令及び正確な資料又は事実に基づいて
厳正かつ客観的立場において行うこと。
（三）いたずらに過去の非違を摘発し又は欠陥を指
摘するに止まることなく、それらの原因を究明する
ように配慮すること。
（四）監査の相手方に対して、直接批判を加え、若
しくは、個人的所見を強調し、又は相手方に弁明の
機会を与えない等中正穏健な方法及び態度を欠くこ
とのないよう配慮すること。
（五）監査官は、監査の結果知り得た事実及び情報
で機密に属するものを漏らさないこと。

3.ﾠ 国有財産監査指針（平成23年5月31日　
財理第2543号　改正令和5年3月22日　
財理第764号8）

（1）監査の基本的な考え方
国有財産監査指針（以下、監査指針という。）では、

監査に当たっての基本的な考え方が示されている。
国有財産は国民共有の財産であり、財務省は国有財産

全般を総括する総括権の下で、その適正な管理処分と有
効活用に取り組んでいる。財務省の実施する国有財産の
監査は、国有財産等が良好な状態で維持、保存及び用途
に応じた効率的な運用等がなされているかを現況把握す
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る能動的な事務とされている。また、監査本来の機能を
十分に発揮し、個々の財産の特性に応じた有効活用を図
るなど国有財産の最適利用を追求するために、現地にお
ける深度ある監査を推進するための運用を行っていく必
要があり、このため、総括部門（財務局長等が処理規則
第2章第4節の事務を行わせる財務事務所等）と監査部
門との連携を進め、現地での深度ある監査に監査資源を
投入するとともに、監査対象財産を所管する各省各庁と

の意見交換を十分に行うことなどで、各省各庁との信頼
関係に基づいた国有財産等の適正な管理処分を更に進め
ることが必要としている。
監査指針では、基本原則と対象財産ごとの監査視点が

定められている。
基本原則では、監査を通じて、国民の財産である国有

財産を有効活用し続けることに貢献する方針が打ち出さ
れている。

基本原則名 内容

有効活用の
原則

国民共有の財産である国有財産は、良好な状態での管理処分が求められる。このため、監査を通じて、未利
用国有地の洗い出しや余剰スペースの創出など、国の財政への貢献、地域や社会のニーズへの対応を図ると
ともに、国有財産の有効活用を促進する。

法令遵守の
原則

国有財産等の良好な状態での管理処分を実現するためには、その前提として、国有財産等の現況を正確に把
握し、また、管理処分が適正かつ統一的に行われていることが重要である。このため、管理処分が法令等に
基づいて行われているかを監査し、統一的な事務処理を確保する必要がある。

効率性・実
効性の原則

監査の重点化を図り、監査計画を策定し、限られた人的・物的資源の下、監査を効率的かつ実効的に実施す
る。
このため、各省各庁との間において、監査事項や着眼点等の認識の共有に向けた取組みを行い、指摘事項の
発生原因の究明や各省各庁における有効活用に向けた取組みを促すことで、監査対象の重点化・効率化を図
る。
また、監査の結果をその後の管理処分に確実に反映させるため、総括部門との連携を進め、監査を実効ある
ものとする。

透明性の原
則

監査に当たっては、監査の基本的な考え方と毎年度の監査方針を盛り込んだ本通達を公表するとともに、監
査の結果をより詳細に公表し、透明性を高める。
こうした国有財産監査の透明化に向けた取組とともに、監査先となる各省各庁との間で、監査の基本的な考
え方や着眼点についての認識の共有を図り、国民に向けて、国有財産等の管理処分についての説明責任を果
たす。

また、対象財産ごとの監査視点からも、国民の財産で
ある国有財産を適切に管理し、有効活用し続けているか
否かの視点、利用程度の低い未利用財産等の洗い出しと

余剰スペースの創出を通じた有効活用の可能性が重視さ
れていることがわかる。

対象財産 監査の視点

庁舎等及び宿舎
の公用財産等

各省各庁が所管する庁舎等及び宿舎について、組織の改編・統廃合等に伴って生じる土地及び建物の
非効率的な利用に対し、未利用国有地の洗い出し及び余剰スペースの創出など有効活用を促進し、国
有財産の最適利用を図る観点から監査を実施する。また、改修等による戦略的維持管理や施設の有効
活用の推進の観点から保全状況の監査を実施する。

道路及び河川等
の公共用財産

公共用財産の管理状況を把握し、公共用財産・公用財産の区分の状況、公共用財産の目的に応じた機
能発揮の実態、公共性の確保、未利用国有地の洗い出し及び余剰スペースの創出の観点から監査を実
施する。

各省各庁所管の
普通財産

各省各庁の長が所管し、管理処分している普通財産について、財務大臣が国有財産を総括する立場か
ら監査を実施する。また、一元的な管理処分の実施の観点をも踏まえつつ、地域・社会のニーズの変
化・多様化にも対応した有効活用を促進する観点から監査を実施する。

（2）国有財産監査実施手続
国有財産監査の流れは、監査指針別冊国有財産監査手
続（以下、監査手続という）によれば、次のとおりであ
る。
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（図表4：国有財産監査の流れ）

≪監査事務の流れ≫

財務省

①監査方針（毎年度）
処理規則第5条第1項・
第10条の4・第12条
第1項、監査指針

・監査の重点対象
・監査に当たっての着眼点
等

審査 依頼

審査結果回答

状況報告
〔実施手続第29〕

措置済

措置未済

指導調整
（改善等措置が長期にわたって講じられていない場合又は不十分となっている場合）
・再監査〔実施手続第10・24〕
・措置要求（用途変更、用途廃止、所管換その他必要な措置）〔処理規則第10条の2・
第17条第2項〕

監査担当者（財務局等）

・監査対象財産の選定
　　 処理規則第5条第1項・第10条の4・
　　 第12条第1項、実施手続第10
・監査計画の策定等
　　 処理規則第5条第1項・第10条の4・
　　 第12条第１項、実施手続第7・8

・監査実施通知〔処理規則第6条・第10条の4・第13条、実施手続第12・13〕
・資料等収集（準備監査）〔実施手続第14〕
・実地監査〔処理規則第5条第1・2項・第10条の4・第12条第1・2項、
実施手続第15・16〕

・監査結果取りまとめ〔実施手続第17～ 19〕
・指摘予定事案の審査依頼〔実施手続第20〕

・監査結果の通知（意見表明）等
〔処理規則第10条・第10条の4・第17条第1
項、実施手続第21・22〕
・改善等措置状況の徴求〔実施手続第23〕

・改善等措置状況の検証、指導〔実施手続第
27・28〕

・検証結果の報告〔実施手続第29〕

改善等措置

状況報告

監査の相手方
（各省各庁の国有
財産部局）

凡例　処理規則：国有財産総括事務処理規則
　　　監査指針：国有財産監査指針
　　　実施手続：別冊国有財産監査実施手続

②
監
査
計
画

③
監
査
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施

④
監
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⑤
フ
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ロ
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（出所：国有財産監査指針　別冊国有財産監査手続　別紙19）

9　https://www.mof.go.jp/about_mof/act/kokuji_tsuutatsu/tsuutatsu/TU-20110531-2543-14-BE.pdf

①　監査方針
本稿の「3．（3）令和5年度監査方針」を参照のこと。

②　監査計画
財務局長等は、あらかじめ財務省理財局と協議の上、
各四半期計画から構成される翌年度の監査計画を毎年1
月31日までに策定し、「監査計画表」（※）（※：監査手
続に様式が定められている。以下同じ）、「監査計画一件
別表」（※）を理財局長に報告することとされている
（監査手続第7）。
また、監査対象財産の選定に当たっては、監査指針に
加え、次の点に留意するとされている（監査手続第
10）。
・直近3年以内に監査を実施した財産は、過年度指摘が
長期にわたり改善されていない等の例外を除き、原則

として除外する。
・地震、風水害等の自然災害への対応を行う機関等が管
理する国有財産等を対象とする場合は、十分な配慮を
する。

・同一の地域内に複数の財産が所在する場合は、庁舎等
の使用調整の観点から極力一体的に監査を実施する。

・財産的価値が高い又は有効活用のニーズが高い地域に
所在する財産や余剰スペースが生じた場合に有効活用
が期待できる財産等については、監査対象として選定
の頻度を高めるよう努める。

・衆議院、参議院、最高裁判所（下級裁判所を除く。）、
会計検査院及び内閣（官房）、内閣府本府（沖縄総合
事務局を除く。）及び外局並びに本省及び外局の管理
する国有財産等は、あらかじめ理財局と意見調整を行
う。
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③　監査の実施
（監査実施通知）
財務局長等は、監査対象となる国有財産を所管する各
省各庁の部局長等に対して、「監査実施通知」（※）を行
う（監査手続第12）。また、監査に必要な資料の準備や
提出を依頼する際には、可能な限り既存資料の活用に努
め必要最小限となるように配慮する（監査手続第13）。
（監査の実施）
監査担当官は、事前に収集した情報・資料等を分析・
検討及び整理し、対象財産の状況等を十分に把握し、監
査すべき事項を的確に設定した上で、現地で相当量の時
間をかけて重点的に検証すべき事項、確認をもって足り
る事項の選別を行うことにより、監査の効率性の向上及
び実効性の確保を図るものとされている（監査手続第
15）。また、監査の過程で把握した事実関係や問題点等
は、意見交換等により相手方と見解・認識の一致又は相
違を確認したうえで正確に記録し、重大な事実の場合に
は、質問票など書面にて提出を求めることとされ、特に
重要であったり異例な事項、会計検査院や総務省等から

指摘を受けることが見込まれる場合などは、あらかじめ
理財局との意見調整が要求されている（監査手続第
16）。
（検討会）
往査終了後は、監査結果の取りまとめ、指摘の要否、

指摘事項の内容等について意見調整のための検討会を開
催するが、往査終了から理財局長による審査回答までの
標準期間が概ね２ヶ月であることを考慮しなければなら
ない（監査手続第17）。
（指摘内容案の決定）
検討会での意見調整等を踏まえて、指摘内容は、是正

措置、検討事項、留意事項、簡易事項の区分で指摘内容
（案）を作成する（監査手続第18）。監査の結果、是正
その他の措置を求めることが適当と認められる場合に
は、「指摘予定事案報告」（※）、「指摘予定事案審査表」
（※）、「一件別審査調書」（※）を作成し、監査結果通知
書（案）その他必要な資料を添えて、理財局長に送付す
る（監査手続第20）。

事項 いずれか一つに該当する内容

是正措置 ①法令等の規定に照らし、処理が明らかに誤っているもの
②国有財産等の使用状況等について、効率的な運用及び有効活用の促進の観点等からみて、他の用途への変
更、所管換、所属替及び用途廃止等の適切な措置を明らかに要するもの
③著しい不経済又は損害が生じているもの
④過去の監査において、是正その他の措置を求めたもので、漫然と長期にわたって改善等措置が講じられてい
ないもの
⑤「国有財産増減及び現在額報告書」又は「国有財産無償貸付状況報告書」において、「報告洩」・「誤謬訂正」
（以下、「報告洩等」という。）による増減が発生するもののうち、平成13年5月24日付財理第1858号「国有
財産増減及び現在額報告書の作成等について」通達記第5の2に定める一件1千万円以上の「報告洩等」に該当
するもの

検討事項 ①改善等措置に向けた方策が、複数見込まれ、最適な方策について検討する必要があると認められるもの
②国有財産等の使用状況等について、効率的な運用及び有効活用の促進の観点等からみて、特定の省庁に限ら
ない多くの省庁や地方公共団体による使用等、他の用途への変更、所管換、所属替及び用途廃止等の適切な措
置の検討を要するもの
③具体の改善に当たって、開発計画の決定その他の外部要因を考慮する必要があるなど、相当期間を要するこ
とが見込まれるもの（問題が法令等が整備されていない、又はその後の情勢等の変化に伴って、新たな基準の
策定等が必要となる場合を含む。）

留意事項 ①是正事項又は検討事項に該当し、かつ、その程度が軽微なもの
②是正・改善の措置が未だ完了していないが、既に監査の相手方において改善等措置のための取組が着手さ
れ、是正・改善が確実に見込まれると認められるもの
③重大な違反等はないが、今後の国有財産等の適正な管理処分の観点から注意喚起を行う必要があると認めら
れるもの
④活用可能な余剰面積が150m2以上（150m2未満の活用可能な余剰スペースが複数箇所あり、合計で150m2

以上となる場合（例：活用可能70m2＋活用可能80m2）を含む。）のもので、現時点では、周辺に調整対象庁
舎がないことや最適利用に関する協議会等において地方公共団体の利用要望が把握されていない（協議会等が
未設置の場合を含む。）などの理由により、具体的な処理方針を策定することが困難と認められるもの。
ただし、余剰面積が150m2未満であっても、財務局等の判断により、活用可能であると認められるものは指
摘対象とする。
⑤是正事項欄に記載の⑤に該当しない「報告洩等」。
ただし、一件100万円未満であって内容が軽微と認められる場合は、第22に規定する管理責任者名による補
足説明等を記載した文書の送付によることができるものとする。
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事項 いずれか一つに該当する内容

簡易事項 ①貸付料及び使用料について、計算の誤りに起因するもので、適正な額と誤りの額との差額が適正な額の概ね
10％以下で、かつ、差額が概ね年額10万円以下のもの
② 貸付け及び売払い等の契約内容に係るもので、その内容が次のいずれにも該当しないもの
　 イ  予算決算及び会計令（昭和22年勅令第165号）第100条第1項本文に掲げる、契約の目的、契約金額、履

行期限及び契約保証金に関する事項
　ロ 同条同項第1号から第7号に掲げる事項
　ハ 用途指定に関する特約事項
　 （注）用途指定を必要としない契約において、漫然と契約書式を使用したため不必要な特約が付されたまま
になっているものを除く。

③用途指定財産の指定用途の履行状況に係るもので、指定用途以外の用途に供されている部分の面積が用途指
定財産全体面積の概ね10％以下、かつ、100m2以下のもので、用途指定の趣旨及び目的を達成するうえから
大きな支障がないもの
その他財務局長等が、簡易事項が適当であると認めるもの

④　監査結果通知
（監査結果通知）
財務局長等は、理財局長の審査結果を踏まえて「監査
結果通知書」（※）を作成し、監査の相手方に送付し
（監査手続第21）、是正その他の措置を求める場合は、
指摘内容の重要度及び緊急度に応じ、適切な期日を設定
した上で、「是正等措置状況報告書」（※）により改善等
の措置状況に関する報告を求める（監査手続第23）。

⑤　フォローアップ
財務局長等は、監査結果を取りまとめて指摘等整理簿

（※）を作成し（監査手続第26）。是正その他の措置を
求めた場合には、監査の相手方から報告される改善等措
置状況について検証したうえで、次の確認基準により区
分整理し記録する（監査手続第27）。

措置区分 内　　　容 適　　用

Ａ措置済
（是正・改善済）

指摘内容に則った措置を講じ、又は改善を終えたと
認められるもの。なお、次の各号のひとつに該当す
る場合は、措置済として整理。
①是正等事項が訴訟に移行したとき
②所管換・所属替の措置を要する事案について、処
理方針に基づいて部局間の協議（内協議）が整った
とき
③公用又は公共物としての機能を喪失しており、既
に用途廃止・引継ぎのための手続を開始したとき
④（行政需要の変化により、指摘を受けた官署自ら
が余剰部分を使用（用途変更等）する必要性が生じ
た場合など、）理財局と意見調整した結果、「措置済」
として整理することが適当であると判断されたとき

その後の措置状況の報告を求めない。
ただし、土地の用途廃止を求めた事案のうち、
各省各庁において売却等する財産及び借受解
消を求めた事案については、措置済となって
以降も、それぞれ売却済等又は借受解消の事
実が認められるまで報告を求めるものとす
る。

Ｂ措置見込
（是正・改善見込）

講じた措置が未だ終了していないが、是正・改善が
確実に見込まれると認められるもの

事案の重大性等を踏まえ、影響が少ないと認
められる場合は、その後の措置状況の報告を
求めない（必要に応じ理財局と調整）。
ただし、土地の用途廃止を求めた事案のうち、
各省各庁において売却等する財産及び借受解
消を求めた事案については、売却済等又は借
受解消の事実が認められるまで報告を求める
ものとする。

Ｃ是正・改善に取
組中

是正・改善に着手していると認められるもの 引き続き措置状況の報告を求め、継続的にフ
ォローを実施する。改善等の措置が不十分と
なっている場合は、再度監査対象とすること
の要否についても検討する。

Ｄ未実施 是正・改善の取組が認められないもの 国有財産法第10条に定める必要な措置につい
て検討するものとする。
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（フォローアップ）
財務局長等は、改善等措置状況について検証し、その
結果、当面、改善等措置が見込まれない又は困難である
と認められる事案（是正等未済事案）については、速や
かに財務局長等名により照会、指導等を行い、指摘等整
理簿に記録する。また、監査により用途廃止を求めた事
案のうち、財務局等の管理処分担当が売却等する財産に
対しては、管理処分担当との連携を密に行い、当該財産
の早期引継ぎ等に向けた調整を行う。なお、留意事項と
した事案に関して、活用可能な余剰面積が150m2以上
（150m2未満の活用可能な余剰スペースが複数箇所あ
り、合計で150m2以上となる場合を含む。）のもので、
現時点では、周辺に調整対象庁舎がないことや最適利用
に関する協議会等において地方公共団体の利用要望が把
握されていないなどの理由により、具体的な処理方針を
策定することが困難と認められるものに関しては、国利
用か否かによってフォローアップの判断が異なっている
（監査手続第28）。

（3）令和5年度監査方針
監査指針は平成23年に通達されて以降、毎年度改正
されている。過去の監査方針とその変遷状況は現時点で
は確認できなかったが、令和5年度の監査方針のポイン
トは以下のとおりである。監査方針にあたっては、過去
の政府などの調査結果、会計検査院の公表内容なども参
照されている。
なお、令和5年度では、平成18年度及び19年度に実

施された庁舎等の使用効率等実態監査、平成20年度に
実施された行政財産（土地）の使用状況実態監査の見直
し等の必要性の観点、総務省行政評価局による「職員研
修施設に関する調査結果に基づく勧告（平成22年12月
10日）」10、会計検査院による「各府省等における職員の
研修の実施状況等についての報告書（平成29年1月27
日）」11、参議院決算委員会による「平成27年度決算審査
措置要求決議（平成29年6月5日）」12が参照されている。

①　令和5年度の基本方針
基本方針では、監査資源である事務量の投入配分が記

10　https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/38162.html
11　https://report.jbaudit.go.jp/org/h28/ZUIJI5/2016-h28-Z5007-0.htm
12　https://www.sangiin.go.jp/japanese/gianjoho/ketsugi/193/k028_17060501.pdf
13　https://www.mof.go.jp/policy/national_property/summary/result/index.html

載されている。令和5年度の国有財産監査では、「庁舎
等及び宿舎の公用財産等」「各省各庁所管の普通財産」
を重点領域として、この順に事務量を配分する一方で、
既に過去3年以内に監査を実施したなどの理由で重点配
分できない場合には、過年度の監査結果のフォローアッ
プに事務量を振り分けることとされている。

②　庁舎等及び宿舎の公用財産等に係る監査の目的等
庁舎等及び宿舎について、その実態を把握し、組織の

改編・統廃合等に伴って生じる未利用又は利用の程度が
低いものは用途廃止、一定の地域又は官署を特定した庁
舎等については使用調整等により有効活用を促進し、国
有財産の最適利用を図ることを目的とし、また、改修等
による効率的維持管理等の推進の観点から庁舎等及び宿
舎の保全状況についても監査を実施することとしてい
る。監査にあたっては、平成18年度及び19年度に実施
した庁舎等の使用効率等実態監査の観点も念頭に実施す
ることとされている。

③　各省各庁所管の普通財産に係る監査の目的等
各省各庁が所管する普通財産については、未利用国有

地等の有効活用を促進するため、処理の進捗状況を把握
し、管理処分の適正化を図ることを目的とし、管理処分
手法に関して必要かつ適切な助言をしつつ、地域や社会
のニーズの変化・多様化にも対応した有効活用の促進を
図る観点にも留意することとされている。

4.ﾠ 国有財産における指摘事項など
（1）令和4年度の国有財産監査結果
国有財産監査の結果は、財務省HPで理財局から公表

されている13。
令和4年度は全国で436件の監査を実施し、うち74件

（17.0%）について問題指摘をしている。指摘の内容は、
管理の手続的な不備である「財産管理の不備」が43.2%
であるが、一方で庁舎等に余剰があり有効活用を求める
「庁舎等の有効活用」が28.4%あり、行政財産としての
庁舎等の有効活用が求められていることが窺える。
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（図表5：令和4年度の国有財産監査指摘内容別の結果）

令和4年度監査結果（指摘内容別）

行政財産

指摘件数 
73件

財産管理
の不備 
31件

庁舎等の
有効活用 

21件

用途廃
止引継 
10件

庁舎等の
借受解消 

11件

普通財産

指摘件数 
1件

財産管理
の不備

1件

合　計

指摘件数
74件

（100.0%） 

財産管理
の不備
32件

用途廃止・
引継 
10件

庁舎等の
有効活用

21件

庁舎等の
借受解消

11件

（注）各欄の［ ］書きは、令和3年度監査結果の件数及び割合である。

指摘内容

庁舎等の有効活用
庁舎等の借受解消
用途廃止･引継
財産管理の不備

合　計

行政財産
件数（件）
21 
11
10
31
73

普通財産
件数（件）

0
0
0

［0］
［0］

［0］1
1

［11］

［11］

合　計
件数（件） 
21 ［49］
11 ［9］
10 ［32］
32 ［49］
74 ［139］

割合（％）
28.4［35.3］
14.9 ［6.5］
13.5［23.0］
43.2［35.3］

100.0［100.0］

［49］
［9］
［21］
［49］
［128］

（出所：令和4年度監査結果一覧表14）

指摘内容とその説明、主な指摘の概要は、次のとおりである。

（図表6：令和4年度監査の主な指摘概要）

指摘内容 指摘内容の説明 主な指摘の概要

庁舎等の
有効活用

庁舎等に余剰が生じ
ているため、有効活
用を求めたもの。

○〇合同庁舎内に余剰面積があり、借受庁舎入居の官署の移転受け入れを図る必要
がある

○〇合同庁舎内に余剰面積があり、不足が見込まれる文書保管場所、書庫、会議室
等として活用を図る必要がある

○〇合同庁舎内に余剰面積があり、入居官署間の使用面積の調整等により、非効率
使用の改善を図る必要がある

○〇合同庁舎内に余剰面積があり、津波発生時の庁舎機能発揮に必要不可欠な電気
機械設備を上階へ移設等し、非効率使用の改善を図る必要がある

庁舎等の
借受解消

余剰が生じている庁
舎への移転等により、
借受解消を求めたも
の。

○〇借受庁舎内に余剰面積があり、また借受駐車場が非効率な使用となっているた
め、一部借受解消を図る必要がある

○〇公共職業安定所は、借受駐車場が非効率な使用となっていることから、一部借
受解消を図る必要がある

用 途 廃
止・引継

庁舎等が非効率な使
用等のため、一部又
は全部の用途廃止・
引継ぎを求めたもの。

○〇事務所は、現在使用されていないことから、用途廃止する必要がある

〇〇事務所は、敷地の一部が使用されていないことから、一部用途廃止する必要が
ある

14　https://www.mof.go.jp/policy/national_property/summary/result/fy2022/2022ichiran.pdf
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財産管理
の不備

国有財産台帳の記載
不備等のため、訂正
を求めたもの。

国道〇号は、国の事務事業の用に供されている敷地が公共用財産（国道敷地）とし
て管理されていることから、公用財産へ所属替する必要がある

〇〇地方合同庁舎は、土地の国有財産台帳の登録に誤りがあることから、国有財産
台帳に反映する必要がある

使用承認の手続未済
等のため、是正を求
めたもの。

〇〇事務所は、敷地の一部を国以外の者に使用させていることから、使用許可手続
きを行う必要がある

〇〇出張所は、借地上の建物が未登記であることから、所要の手続きを行う必要が
ある

〇〇事務所は、借受土地の賃貸借契約の数量が誤っていることから、正しい内容に
変更する必要がある

〇〇町は、敷地の一部を国以外の者に使用させていることから、有償貸付手続きを
行う必要がある

（出所：令和4年度監査結果一覧表15より作成）

15　https://www.mof.go.jp/policy/national_property/summary/result/fy2022/index.html
16　https://www.mof.go.jp/policy/national_property/reference/houkoku/index.htm

（2）国有財産監査における指摘事項の傾向
①　内容別の指摘傾向
財務省のHPでは、過去3年間の監査結果（令和2年度

～令和4年度）が公表されている。省庁別の指摘情報は
次のとおりである。なお、図表7～図表12は、いずれも
国有財産に関する国会報告書類である各年度の「国有財
産増減及び現在額総計算書」のデータ16を加工して作成
している。

3年間の指摘件数の合計表である図表7からは、法務
省、厚生労働省、農林水産省、国土交通省といった全国
に支局等を持つ省庁が目立っている。なお、共管で指摘
されている場合は、共管双方に含めてカウントした。

（図表7：国有財産による省庁別指摘件数（合計））
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これを指摘の内容別に見ると、図表8から図表11のと
おりである。

（図表8：庁舎等の有効活用に関する省庁別指摘件数）
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「庁舎等の有効活用」に関しては、法務省と国土交通
省が突出している。これは、法務省では地方法務局の入
居先である合同庁舎内で余剰が生じているケース、国土
交通省では地方整備局所管の事務所等に余剰が生じてい
るケースが多いためである。

（図表9：庁舎等の借受解消に関する省庁別指摘件数）
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「庁舎等の借受解消」に関しては、厚生労働省が突出
している。厚生労働省では地方労働局所管の公共職業安
定所が借受している庁舎に余剰があったり、特に借受し
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ている駐車場が非効率な使用状況になっているケースが
多いためである。

（図表10：用途廃止・引継に関する省庁別指摘件数）
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「用途廃止・引継」に関しては、農林水産省が突出し
ている。農林水産省では、各森林管理局所管の森林事務
所に森林官非配置で無人となっている場合に、用途廃止
の上引継ぎを指摘しているケースや老朽化に伴う合同事
務所への移転が指摘されているケースが多いためであ
る。

17　https://www.mof.go.jp/policy/national_property/summary/result/index.html

（図表11：財産管理の不備に関する省庁別指摘件数）
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「財産管理の不備」に関しては、国土交通省、厚生労
働省、農林水産省が突出している。いずれの省も、所管
する国有財産の一部について使用許可等の手続を行わな
いまま国以外の者に使用させている手続未済の状況を解
消するよう指摘しているケースや、国有財産台帳への登
載数量誤り、登載漏れ、撤去反映漏れなどを指摘してい
るケースが多いためである。

②　是正事項等の傾向
財務省HP17で公表している国有財産監査の結果は過

去3年度分（令和2年度～令和4年度）であるが、令和4
年度は、是正事項、検討事項、留意事項、簡易事項の区
分は開示されていない。令和2年度、令和3年度の公表デ
ータから集計した是正事項等の傾向は次のとおりであ
る。

（図表12：内容別の指摘要求事項の傾向）
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これからは、「用途廃止・引継」及び「財産管理の不
備」について是正事項が多く、「庁舎等の有効活用」は
検討事項、留意事項が多い傾向がわかる。

③　過去の指摘処理の状況
平成23年度に国有財産の監査が開始されて以降、累

積での是正状況等は以下のとおりである。各年度に指摘
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された事項のうち、指摘から10年を経過してもなお処

18　https://www.mof.go.jp/policy/national_property/summary/result/fy2022/2022kansakekka.pdf
19　https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/gyoukan/kanri/satei2_01.html
20　https://www.mof.go.jp/policy/national_property/publication/report/full-download.pdf

理未済とされている事案もある。

（図表13：令和4年度までの監査指摘フォローアップ状況）

○令和３年度までの監査指摘 1,491件

〇上記に係る令和４年度までの是正実績 1,095件 （進捗割合73.4％）

○監査指摘に伴う跡地売却収入等（令和４年度末までの累計）
・跡地売却収入 約 70.5億円（143件） （※令和４年度実績 約 4.2億円（ 9件））
・節減された賃料 約 8.2億円（178件） （※令和４年度実績 約 0.4億円（13件））

（単位：件）

H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R元 R2 R3

A　監査指摘 1,491 289 117 146 127 115 71 135 135 120 97 139

B　是正実績 1,095 
（99）

284
 （3）

98 
（5）

127 
（5）

119 
（5）

95
 （2）

53 
（4）

102 
（10） 

86 
（8）

C　（A－B）
処理未済

D　（B／ A）
進捗割合

42
 （11）

 45 
（4）

44 
（42）

396 5 19 19 20 188 33 49 78 52 95

73.4% 98.3% 83.8% 87.0% 93.7% 82.6% 74.6% 75.6% 63.7% 35.0% 46.4% 31.7%

計
指摘年度ごとの内訳

（注）「Ｂ　是正実績」欄の（　）内書きは、令和4年度中の是正実績。

≪ 監査指摘年度ごとの是正状況等（令和４年度末時点）≫

（出所：令和4年度国有財産監査結果報告及び監査指摘フォローアップ18）

5.ﾠ 独立行政法人等に適用される減損の考
え方との相似性
国有財産の監査は、保有する資産の有効活用を重要な
目的として実施されている。これは、企業会計での減損
会計基準とは目的は異なるものの、独立行政法人や国立
大学法人に適用される減損の会計基準とは考え方と相似
している面がある。
「「独立行政法人会計基準」及び「独立行政法人会計基
準注解」（令和3年9月21日改訂）」19の前文では、独立行
政法人の固定資産の減損に関する基本的な考え方とし
て、減損会計適用の目的を３点挙げているが、その3点
目に「固定資産の減損に係る会計基準の適用によって、
独立行政法人の固定資産の有効利用を促進することであ
る。固定資産に減損又はその兆候が生じたことを明らか
にすることにより、独立行政法人に対し、その有効利用
を促すことが期待される」としている。

6.ﾠ 最後に
国有財産は国民共有の財産であるため、その用途変更

や処分などは厳格な判断と手続きのもとに進められる必
要があるが、是正事項や検討事項などの指摘がなされた
後10年以上も解消されない事案が残っていることにつ
いては、フォローアップをより充実させることが期待さ
れる。
なお、財務省では「国有財産レポート」20を公表して

いる。このなかでは、国有財産の概要が写真や図で分か
り易く説明されているのみならず、国有財産を巡る最近
のトピックスや庁舎等の行政などについても触れられて
いる。

以　上
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